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住民の皆さんに耳よりな情報をお届けします 三芳町役場 049（258）0019
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1
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イベント

季節の花を販売、縁日コーナーなど

P５月12日カリヨン広場（イオン

横）・19日文化の杜公園（富士見体

育館前）K午前10時～午後2時30分

〈フリーマーケット参加者募集〉

募集区画：50区画

出店協力金：1,000円

募集期間：４月16日～５月９日

電話・メールで応募ください。

なお、申し込み多数の場合は期間内で

も受付終了する場合があります。

Z障がい福祉サービス事業所入間東部

むさしの作業所252-5270

講座・相談会

遺言・相談無料法律相談会02

P４月14日 Q所沢市役所８階大会議室

【講演】「遺言・相続の基礎知識」

講師：弁護士／田中健太郎

開場：午後０時30分

講演：午後１時～２時

【無料法律相談】

K午後２時15分～４時30分　事前予約

不要。（当日午後０時30分から申込順）

Z埼玉弁護士会川越支部225-4279

パソコンなんでも相談室03

これからパソコンを買おうと思ってい

る人、パソコンを買ったけど使いこな

せない人、もっと楽に使いたい人など、

相談室を活用ください。

P４月９日・23日、５月14日・

28日、６月11日・25日

K午前10時～正午（なお、講習会では

ありませんので、開催時間中であれば

随時相談は可能です。）

Q竹間沢公民館学習室

【相談員】パソコンアドバイザー他

S無料　W10人

U事前に予約することをお勧めします。

※インターネット、電子メールは利用

出来ません。

Z竹間沢公民館

259-8311 F259-8345

にっコリ運動教室05

“こり”をほぐして、明日もにっこり。

「肩こり、腰痛は年をとると仕方がな

い」とあきらめていませんか。

肩こり、腰痛がなぜ起きるのか一緒に

考えましょう。肩こり、腰痛予防の体操

も紹介します。P４月16日「肩こり」

についての原因と解消法・４月23日

「腰痛」についての原因と解消法・５月

８日「いもっこ体操」を体験　K午前

10時～正午　Q藤久保公民館ホール　

Yタオル（手ぬぐいサイズ：体操に使い

ます）・水分補給用の飲み物　V65歳

以上の人　W30人　S無料　X講話と

運動（健康体操）【講師】埼玉セントラ

ル病院理学療法士・作業療法士【申込

み・問い合わせ】健康増進課地域包括

支援センター（H188・189）F274－1107

お知らせ

町内に住所を有する人で、平成24年４

月以降に受講を希望し、修了した人に

予算の範囲内で３万円を限度に（対象

経費と比べて少ない方）交付します。

補助金を受けようとする人は、受講す

る前に必ず補助金申請書を提出してく

ださい。

※他の制度で補助金を受けた人、学校

教育法で修了した人は受けられません。

W15人（定員になり次第締切）

U福祉課へ申し込みください。

受付は４月２日より開始します。

Z福祉課福祉係（H172） F274-1051

２級ホームヘルパー養成
講座修了者に補助金交付

04

ねたきり老人等手当は、介護手当と支

給対象者が重複すること等から、昨年

実施された事業の仕分けで『廃止』と

判定されました。これを受け、町で検

討した結果、介護手当との統合を図り、

支給要件を緩和するとともに、手当の

額を５千円から３千円増額して８千円

とし、受給者の経済的負担を考慮した

上で、ねたきり老人等手当を平成24年

４月１日で廃止としました。

Z福祉課福祉係（H172）F274-1051

ねたきり老人等手当の
廃止

06

むさしの作業所
春まつり

01

地域福祉バス　70歳以上（70歳の誕

生月から交付）の高齢者、心身障がい者

（身体障害者手帳１・２級、療育手帳・

Ａ）が安心して外出できるよう、地域福

祉バス（ライフバス）利用料金を助成し

ます。１か月につき８枚（該当月分）の利

用券を交付します。ただし、心身障がい

者の場合は、自動車燃料費補助事業の

助成を受けている人は除きます。

※「地域福祉バス（ライフバス）」の

引換はがきはありません。

福祉タクシー　障がい者（身体障害

者手帳１・２級、療育手帳・Ａ、精神

障害者保健福祉手帳１・２級）が安心し

て外出できるよう、タクシー利用料金

の初乗り運賃相当額を助成します。1か

月につき４枚（該当月分）の利用券を交

付します。ただし、自動車燃料費補助事

業の助成を受けている人は除きます。

【の手続き方法】印鑑、年齢が確

認できるもの、身体障害者手帳又は、

療育手帳、精神保健福祉手帳を持参の

上、福祉課及び各出張所へ申請してく

ださい。

Z福祉課福祉係（H172・173）

福祉課障がい者庶務係（H174・175）

F 274-1051

地域福祉バス・福祉タクシー
利用料助成（４月２日から交付）
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65歳以上の人を対象に実施します。下記

の入浴施設を利用する人に、年６枚を限

度に入浴の利用料金の一部を助成しま

す。助成金額は、１回の利用につき300円

です。利用できる入浴施設は下記参照。

※昨年行われた事業の仕分けにより、

廃止に近い内容改善という判定結果を

踏まえ、事業内容の見直しを図り利用券

は６枚になりました。【入浴施設】　富

士見ラドンセンター、川越湯遊ランド、

ふれあい健康センター「ゆうパークおご

せ」、健康湯ランド、つるせ浴場、富士見

浴泉、湯楽の里・所沢店、ゆとりの郷「に

いざ温泉」、真名井の湯・大井店、埼玉ス

ポーツセンター「天然温泉」、岩盤房・二

股温泉「きらく」、おふろの王様・志木店 

　U町在住で65歳（平成25年３月31日ま

でに65歳になる人）以上の人に、利用券

の引換はがきを郵送しますので、必要事

項を記入の上、福祉課及び各出張所に

て利用券と交換してください。Z福祉課

福祉係（H172）F274-1051

ぬくもり健康入浴券
助成（４月２日から交付）

08

町では、新エネルギー導入の促進及び

温室効果ガスの排出量の削減を図るこ

とを目的に、太陽光発電システムに対

し、設置費用の一部を助成します。

【対象となる住宅】◆既存住宅に太陽

光発電システムを設置する場合◆太陽

光発電システム付き新築住宅を購入す

る場合◆太陽光発電システム付き新

町住宅用太陽光発電
システム設置費補助金

09

平成24年度の固定資産税（土地・家

屋）の縦覧帳簿を縦覧できます。

R４月２日～５月31日　K午前８

時30分～午後５時15分（土日、祝日を

除く。ただし、４月７日及び５月５

日は、午前８時30分から正午まで）

Q税務課資産税係（役場１階）【縦覧

できる人】町内に所有する土地・家屋

の固定資産税の納税者及びその同居家

族または代理人【必要なもの】納税者

本人を確認できるのも（運転免許証・

健康保険証等）なお、代理人の場合は

委任状が必要です。Z税務課資産税係

（H135～138） F274-1050

固定資産税縦覧
帳簿の縦覧

10

築建売住宅を購入する場合

※住宅としての面積が床面積の2分の1

以上の併用住宅も可能　※集合住宅は

対象外です。【補助の対象者】◆対象住

宅に電力を供給する目的で、１キロワッ

ト以上の発電システムを設置する方◆

対象住宅に自ら居住する者、申請年度内

に町内に居住する予定であり、当該地に

住民基本台帳又は外国人登録原簿に記

載されている方◆建築物の敷地等に建

築基準法、都市計画法等の違反がない

方◆町税等を滞納していない方。【補助

の金額】太陽光発電システム１キロワッ

ト以上のものに対し一律50,000円【受付

件数】20件【申請受付期間】平成24年４

月16日～平成25年２月28日※申請受

付は先着順となり、予算額を超えた時

点で受付を終了します。Z環境課環境

対策係F274-1052（H218）

29 28

新「ガイドマップ」完成
新しいガイドマップが完成しました。

町内の各施設に設置しましたので、

ご利用ください。

Z政策秘書室秘書広報係（H311～313）


